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男性消防職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の 

一層の推進について（通知） 

 

 

男性消防職員の育児休業等の取得の促進については、「男性消防職員の育児

休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進について」（令和７年１月 29 日付

け消防消第 24 号消防庁消防・救急課長通知）等により、かねてより積極的な

取組をお願いしているところです。 

消防職員に係る男性の育児休業取得率の政府目標（以下「政府目標」とい

う。）は、「こども未来戦略方針」（令和５年６月閣議決定）において、民間と

同様に、令和７年までに 50％、令和 12 年までに 85％に引き上げられ、令和

５年 12 月 22 日に閣議決定された「こども未来戦略」においても、同様の目標

が掲げられているところです。 

今般、総務省自治行政局公務員部より「男性職員の育児休業等の取得促進に

向けた取組の一層の推進について」（令和８年３月 16 日付け総行公第 20 号、

総行女第８号、総務省自治行政局公務員部長通知）［別添１］が発出され、消

防本部の男性職員の育児休業取得状況についてもとりまとめられておりますの

で、情報提供いたします。 

また、消防庁においても、「各消防本部における男性消防職員の育児休業取

得率に係る数値目標の設定状況等のフォローアップ調査について」（令和７年

11 月 12 日付け消防・救急課事務連絡。以下「令和７年 11 月事務連絡」とい

う。）において、各消防本部における男性消防職員の育児休業取得率に係る数

値目標の設定状況等について調査しましたので、調査結果を［別添２］のとお



りお知らせします。 

男性が育児のために一定期間、休暇や休業を取得することは、本人にとって

子育てに能動的に関わる契機として重要であるとともに、組織にとっても、多

様な人材を活かすマネジメント力の向上や子育てに理解ある職場風土の形成等

の観点から重要となります。また、男性育休の取得促進は共働き・共育てを定

着させていくための第一歩となること、「男性育休は当たり前」になる社会の

実現に向けて官民一体となって取り組むこととされていることから、公務員で

ある消防職員においても積極的に育児休業の取得に取り組むことが求められて

います。 

各消防本部におかれましては、男性職員の育児休業等の取得促進に関して、

下記事項に十分御留意の上、引き続き積極的な取組を行っていただきますよう

お願いします。 

その際、本年度が第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12 月 25 日閣議決

定）の最終年度であり、また、政府目標（令和７年までに取得率 50％）の集

計に係る最終年度であるとの認識を前提として、これまで各消防本部において

実施してきた取組やその効果について点検・検証するとともに、その結果や各

本部の実情も踏まえ、政府目標（令和 12 年までに取得率 85％）に基づく取組

を進めていただきますようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の消防本部（消防事務を共同処

理する一部事務組合及び広域連合を含む。）に対してもこの旨周知いただくと

ともに、各消防本部においてもより積極的な取組が行われるよう、助言方お願

いいたします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定

に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。 

 

 

記 

 

１ 男性消防職員の育児休業取得率について 

令和６年度における消防部門の男性職員の育児休業取得率は、43.3％（対

前年比＋12.9％）であり、前年度から大きく増加しているものの、いまだ

「こども未来戦略」に記載された政府目標には達しておらず、一般行政部門

の男性職員の育児休業取得率（75.0%）と比べても低水準にとどまっている。 

また、これまで情報提供してきた優良取組事例集に記載した各種取組の各

消防本部における実施状況は、［別添２］のとおりいずれも６～８割程度と

なっているものの、依然、実施していない消防本部も多い。このような中、



幹部職員、所属長などによる育休対象者に対する取得勧奨や育休取得計画書

の作成、育児休業期間中における部隊運用の調整等を実施している消防本部

では高い育児休業取得率となっていることから、男性消防職員の育児休業等

の一層の取得促進に向けて、先進団体のみならず、全ての消防本部におい

て、消防長のリーダーシップのもと、各種取組を積極的に実施していただき

たいこと。 

加えて、今般、男性職員の育児休業取得率が高い消防本部における取得促

進の取組を［別添３］のとおり新たにとりまとめたので、参考にしていただ

きたいこと。 

 

２ 男性消防職員の育児休業取得率の数値目標設定について 

育児休業取得率に関する数値目標を設定している消防本部は 453 本部

（62.9％（対前年比＋15.1％））であり、そのうち政府目標を満たしている

本部は 257 本部（35.7％（対前年比＋15.3％））となっている。 

組織としての目標を明確化し、本部内に周知したうえで、組織全体で育児

休業等の取得を促進していくことが重要であるため、いまだ数値目標を設定

していない本部においては、速やかに政府目標を踏まえた数値目標を設定

し、幹部職員等を含めた全ての職員に周知していただきたいこと。また、政

府目標（令和 12 年までに取得率 85％）に満たない数値目標を設定している

本部においては、速やかに政府目標を踏まえた新たな目標を設定していただ

きたいこと。 

連絡先 

消防庁消防・救急課 岩熊、小川、佐藤 

電話 03－5253－7522（直通） 

Email：shokuin@soumu.go.jp 























[別添２]

１　育児休業取得率に係る数値目標の設定状況等
　（１）数値目標の設定状況

設定済 453本部

設定していない 267本部

全消防本部に占める、数値目標を定めている消防本部の割合：62.9%（453本部/720本部）

　（２）数値目標が設定済である453本部における、目標数値及び目標年度 （本部）
　　　　           　　　　　　目標数値
 目標年度 100% 85～100％未満 50～85%未満 50％未満 その他（※） 小計

毎年度 26 12 17 34 0 89
令和７年度 14 28 82 96 1 221
令和８年度から令和12年度 16 62 26 32 0 136
令和13年度以降 0 4 2 1 0 7
小計 56 106 127 163 1 453

※  目標を取得率ではなく、取得人数により定めている。

全消防本部に占める、政府目標（令和７年までに50％、令和12年までに85％のいずれか）を満たした数値目標（上表の赤枠内）を設定して
いる消防本部の割合：35.7%(257本部/720本部)

各消防本部における男性消防職員の育児休業取得率に係る
数値目標の設定状況等のフォローアップ調査について



3　優良取組事例集に記載している取組内容等の実施状況について

（１）育休制度の周知、
　　　育休取得の勧奨・呼びかけ

実施している 549本部（76.3%）

実施している 502本部（69.7%）

　　 ①年度毎の調査や出生予定日連絡票・育休等取得計画
　　の作成による育休取得予定者の詳細な把握・共有

290本部

479本部

　　　②育休取得に係るロールモデルの紹介 114本部

　　　①育休制度の周知のためのメールの送付や
　　　　手引き・リーフレットの共有

　以下の（１）～（３）の取組について実施している本部数及びそのうち特に以下の①②③の取組を実施している本部数を調査

　　 　②管理職との面談による育休取得の意向確認や
　　　　 詳細把握等

420本部

（２）育休取得予定者の把握・共有



　　　①職員定数を増員し補充 59本部

（４）その他の取組（例） ・職員の年齢階層別に研修や説明会を実施し、制度周知や理解促進を図っ
　ている
・育休取得者に体験談を所属の職員に話してもらうよう依頼し、取得に向
　けて具体的なイメージをもってもらえるよう努めている
・育休取得中の所得等、金銭面の相談対応を行い不安の解消に努めている
・庁内ネットワークで制度の説明資料の共有や呼びかけを行い、取得促進
　を図っている
・取得者ごとに復職支援プログラムを作成し、スムーズな復帰を支援して
　いる　　等

　　　②当該職員の毎日勤務への配置替えや
　　　　他分署等からの応援

337本部

　　　③育休取得計画や年間勤務表を参照し、
　　　　育休取得期間を調整することで対応

251本部

（３）部隊運用上の工夫 実施している 455本部（63.2%）



男性職員の育児休業取得促進に関する
消防本部 優良取組事例集

令和８年３月31日

総務省消防庁消防・救急課

別添３



男性育休取得に向けた優良事例①

岩倉市消防本部（愛知県）
職員数： 60人（令和７年４月１日現在）
組織体制： １署・三部制

取組のポイント

１

●実績

R5：０％ → R６・R７：１００％（Ｒ６：育休取得者２人/育休対象者2人）

※R7は４月１日～11月１日の実績

●R6年度取得者の詳細

消防署交代制勤務職員 ２名 （取得期間：約１か月、約７か月）

●育休取得に係る取組の流れ

【通年】

・市が開催する「育児休業等の取得に関する説明会」に消防職員も登

壇し、経験談を紹介。子育て中や子どもが生まれる予定の職員が聴

講し、育休取得の具体的なイメージを持ってもらう

【妊娠判明後】

・取得希望者の妻が安定期に入った段階でグループ長・署長へ育休取

得を相談する

・説明会等の取組により、取得希望者の方から相談しやすい職場内の

雰囲気が醸成されている

【育休取得日の約3か月前】

・その他職員の休暇・研修日程に鑑み、育休取得開始日を市役所担当

課と調整

・必要に応じて、取得予定者本人から当務の同僚に対して、育休取得

日程等を口頭で事前説明

【育休取得中】

・14人程度のグループ体制の中で、人員補充することなく、 １当番日

あたり12名程度出動できるよう編成

【説明会のイメージ】



大分類 中分類 小分類 詳細
ホースバック 黄色
狭所 狭所巻きへの変換 島田折り→狭所
余裕ホース ループ

ペンシリング
ペインティング
パルス

援護注水要領
消火要領
梯上放水要領
強行検索

並列体形
直列体形

ベランダ
窓
ベランダ
窓

抱きかかえ
低姿勢
抱きかかえ
低姿勢

ラダー救出 窓

STOPルール・
メーデーコール
エスケープメゾット

ノンリムーバブルメソッド
パーシャルリムーバブル
フルリムーバブル

緊急脱出 ラダーベイルアウト
サバイバルポジション
救出

追加

走行
ポンプ運用

火災技術

ホース
延長

ポンプ車機関員

屋内進入
及び放水

屋内進入時の注
水要領

耐熱ロープ携行
検索

救出

応急はしご救出

かかえ救出

搬送
１人搬送

２人搬送

FFS
レベル１（セル
フサバイバル）

狭所空間の
通り抜け方法

男性育休取得に向けた優良事例②

田辺市消防本部（和歌山県）
職員数： 161人（令和７年４月１日現在）
組織体制： １署・６分署、三部制

取組のポイント

２

●実績

R５：3８％ → R6：75％ （育休取得者６人/育休対象者８人）

●R6年度取得者の詳細

消防署交替制勤務職員 ６名

（取得期間：約１・２か月：３名、約６か月：1名、約１年：２名）

●育休取得に係る取組の流れ

【通年】

・育児中の職員が活用できる制度をまとめた「子育て応援ハンドブッ

ク」（首長部局作成）を庁内ポータルサイトに掲載

・出産や育休希望の連絡があった職員及びその所属長に対して同ハン

ドブックを配布し、活用できる制度を再周知

【育児休業取得前】

・取得希望者が提出する休業希望計画書により取得希望期間等を把握

・育休開始日の約１か月前までに人事係と個別面談を行い、育休中の

支援に係る希望等について確認する

【育児休業中】

・希望に応じて、復職に必要となる情報や職場の動き等に関する情報

を提供

・復職の約１、２か月前に人事係と面談し、復帰に関する希望（復帰後の

勤務形態・配置や必要なサポート等）を確認

・署々間での応援等で体制を確保

【職場復帰の約２週間前】

・配属先の所属長と面談を行い、復職支援プログラムを作成

【育休取得後】

・作成したプログラムを基に研修や訓練を実施

対象者毎にカスタマイズ
所属部隊及び個人の状
況に応じて、プログラム
の項目を選択する。また、
基本項目以外でも必要
な内容を追加できる。

削除

追加

【復職支援プログラムのイメージ】



男性育休取得に向けた優良事例③

釧路東部消防組合 （北海道）
職員数： 110人（令和７年４月１日現在）
組織体制： ３署・１支署・３分遣所、二部制

取組のポイント

３

●実績

R6：１４％ → R7：２００％ （育休取得者６名/育休対象者３名）

※R7は４月１日～11月１日の実績

●R７年度取得者の詳細

消防署交代制勤務職員 ６名 （取得期間：各約１か月）

●育休取得に係る取組の流れ

【通年】

・育休取得手続きの中で、総務課担当者から「育休取得後、所属の育

休取得を検討している職員に、育休制度、取得手続き、取得中の生

活や復帰後の働き方等について、フランクに相談対応してあげてほ

しい」といった旨をお伝え

・育休取得経験者の相談対応により、取得を検討している職員の制度

理解の促進、不安解消等につながり、それが職場で広がっていくこと

で育休を取得する雰囲気が醸成されている

【妊娠判明時】

・取得希望者が話しやすいタイミングで各署総務係や同じ係の上司等

へ相談する

【育休取得日の約２か月前】

・所属内にて、取得希望者から、おおよその育休取得開始日と取得期

間について聞きとりし、勤務調整等の計画をたてる

・所属及び取得希望者から、消防本部総務課へ相談があった場合は、

育休取得の手続きや手当金の概算等を情報提供する

【育休取得中】

・管理職含む毎日勤務者を隔日勤務とする等、所属内での柔軟な対応

により、人員を補充

【イメージ】



男性育休取得に向けた優良事例④

利根沼田広域消防本部（群馬県）
職員数： 139人（令和７年４月１日現在）
組織体制： 4署、二部制

●実績

R６：17％ → R7：55％ （育休取得者数5人/育休対象者数９人）

※R7は４月１日～11月１日の実績

●R７年度取得者の詳細

消防署交代制勤務職員 ４名 （取得期間：約1か月）

消防本部毎日勤務職員 １名 （取得期間：約1か月)

●育休取得に係る取組の流れ

【通年】

・年１回、消防本部総務課が説明会を実施。消防庁講義資料を参考

に独自にアレンジして説明会資料を作成

・育休を含む諸休暇について、職員が気軽に取得できるような「お互

い様」の気持ちで支え合う雰囲気が醸成されている

【妊娠判明時から育休取得日の1ヶ月前まで】

・その他職員の休暇・研修日程に鑑み、育休取得開始日を所属上司

と調整

・希望に応じて、育休中の金銭面について、試算シートを活用しなが

ら庶務担当者から説明

・試算シートに入力すると、手当金請求書にも反映されるため、その

まま申請書類としても使えるようになっている

【育休取得中】

・人員が不足する場合は署内・係間異動や、本部職員の応援派遣な

ど流動的に部隊を編成

取組のポイント

子の出生日、
育休開始・終
了時期（予定）、
標準報酬月額
を入力すると、
育休取得期間
中の手当金額
が算出される

【試算シートイメージ】

４
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